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バスケット台（移動式）のＳＧ基準 

SG Standard for Movable Basketball Equipment 

 

 

 

１ 基準の目的 

 この基準は、バスケット台（移動式）の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないた

めの必要事項について定め、一般消費者の生命又は身体に対する被害の発生の防止を図る

ことを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

 この基準は、主として一般競技や体育運動に使用するバスケット台の内、移動して設置

することができるもの（以下「バスケット台」という。）について適用する。 

 

３ 種類 

 バスケット台の種類は、次のとおりとする。 

 Ⅰ.移動方法による種類 

 (1) 車輪移動形：車輪を利用して移動するバスケット台。 

 (2) 車輪なし手持ち移動形：持ち上げて移動するバスケット台。 

 Ⅱ.使用環境による種類 

 (1) 屋内用：体育館等の屋内で使用するバスケット台。 

 (2) 屋外用：運動場等の屋外で使用するバスケット台。 

 Ⅲ.ゴールリングの高さによる種類 

 (1) 一般用：主として中学生以上の年齢を対象としたゴールリングの高さを有したバ

スケット台。 

 (2) ミニバスケットボール用（以下「ミニバス用」という。）：主として小学生以下の

年齢を対象としたゴールリングの高さを有したバスケット台。 

 注. ゴールリングの高さを一般用とミニバス用とに調整できるものは、一般用とみな

す。 
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４ 安全性品質 

バスケット台の安全性品質は、次のとおりとする。 

項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

1. 外観及び構造 1. バスケット台の外観及び構造は、次

のとおりとする。 

 

  (1) 表面にめっき、塗装等が施され

ているものにあっては、素地の露

出、はがれ、さび等がないこと。 

1.(1) 目視、触感等により確認すること。 

  (2) 手指等が触れる部分には傷害を

与えるようなばり、とがり等がない

こと。 

 また、鋭利な角部が露出する部分

には、容易に外れないカバーで覆う

等の措置を講ずること。 

 (2) 目視、触感等により確認すること。 

  (3) 外部に現れるボルト・ナット、

溶接部等の先端は、著しく突出して

いないこと。 

 (3) 目視、触感等により確認すること。 

  (4) 屋外用の木製バックボードにあ

っては、各端面から雨水の侵入がな

いよう樹脂皮膜等の措置を講ずる

こと。 

 (4) 目視、触感等により確認すること。 

  (5) 屋外用にあっては、フレームへ

のバックボードの取付けは、通しボ

ルト等により、強固に取り付けられ

ていること。 

 (5) 目視、触感等により確認すること。 

  (6) 車輪移動形にあっては、打込み

くい以外の移動防止機構を有する

こと。 

 (6) 目視、触感等により確認すること。 

  (7) 打込みくいを用いるものにあっ

ては、打込みくいは鋼製であり、か

つバスケット台を確実に保持でき

る構造であること。 

 (7) 目視、触感等により確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.打込みくいの断面形状及び寸法（単位：mm） 

区  分 断面形状 長 さ 

等辺山形鋼 30×30×3以上 500 以上 

棒   鋼 直径 16 以上 500 以上 

 

500 

参考図（単位：mm 以上） 

30 

3 

16 

長さ 

断面形状 

30 
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項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

  (8) 支柱前面には、選手等の衝突時

の傷害を防ぐための防護用マット

が取り付けられていること。 

 (8) 目視、触感等により確認すること。 

  (9) 重錘は、十分な強度を有し、確

実に基台に固定されていること。た

だし、移動時に取外し可能な重錘を

有したバスケット台にあっては、通

常の使用時に容易に移動したり、外

れたりしないよう確実に固定され

るものであること。 

 

 (9) 目視、触感等により確認すること。 

2. 安定性及び耐

荷重性 

 

2. (1) 通常の使用時、ゴールリング前

端に、一般用は 1176N、ミニバス用は

784N の力を加えたとき、浮き上がりが

なく、各部に破損、変形及び使用上支

障のある異状がないこと。 

 

 

 

 

(2) 重錘等を取り外した時、ゴールリ

ング前端に、98N の力を加えたとき、

浮き上がりがないこと。 

2. (1)バスケット台を水平、平坦な床面上に設

置し、重錘や打込みくいを用いるものにあっ

てはそれらを使用した上で、図 1 に示すよう

にゴールリング前端に、一般用は 1176N、ミニ

バス用は 784N の力を加える。このとき、基台

後部に浮き上がりがなく、かつ各部に破損等

のないことを目視等により確認する。 

 引き続き、力を除去し、各部に異状等がな

いことを目視等により確認すること。 

(2)重錘等を取り外して(1)と同様な試験を行

い、98N の力を加えて浮き上がりのないことを

目視等により確認すること。 

   

 

図 1 通常使用時のゴールリングへの試験例図 

（車輪なし手持ち移動形の場合） 
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3. 材  料 3. バスケット台の材料は、次のとおり

とする。 

 

 (1) 接触腐食を起こすおそれのある

箇所及びさびのでるおそれのある

箇所の金属部には防せい処理が施

されていること。 

3.(1) 目視、触感等により確認すること。 

 (2) 屋外用バスケット台の木製バッ

クボードには、耐候性のあるものを

使用すること。 

 (2) 合板の日本農林規格（平成 26 年 2 月 25

日改正 農林水産省告示第 303 号）に規定さ

れる一類、又はこれと同等以上の耐候性を有

した材料を使用していることを確認するこ

と。 
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５ 表示及び取扱説明書 

バスケット台の表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

1. 表   示 1. バスケット台には、容易に消えない

方法で次の事項を表示すること。 

 なお、(3)はバスケット台外表面の

目につきやすい位置に、大きな文字等

でその趣旨を表示すること。 

ただし、(3)の内、その製品に該当

しない表示については、表示しなくて

もよい。 

1. 目視及び触感により確認すること。 

 (3)の表示は、下地と同色、同光沢の表示で

はなく、字の大きさ（縦寸法）は 9.2mm 以上

であることを確認すること。なお、イラスト

を併記する場合又は字の大きさが 9.8mm 以上

の「警告」等の表題と併記する場合は 4.2mm

以上であることを確認すること。 

 (1) 申請者（製造業者、輸入業者等）

の名称又はその略号 

 

 (2) 製造年月若しくは輸入年月又はそ

の略号 

 

 (3) 使用上の注意  

 (a) バスケット台によじ登ったり、

ゴールリング等にぶら下がったり

しないこと。    

 

 (b) 移動は必ず管理者のもとで行う

こと。 

 

 (c) 重錘を取り外すと転倒しやすく

なるため、注意すること。 

 

 (d) 屋外用にあっては、強風等によ

る転倒に注意すること。 

 

 (4) 安全な使用のため取扱説明書をよ

く読んで使用する旨。 

 

 

2. 取扱説明書 

 

2. バスケット台には、取扱説明書を必

ず読み、読んだ後保管する旨及び次に

示す趣旨の各項目を明示した取扱説

明書を添付すること。なお、(2)、(3)、

(4)及び(5)はイラストを併記するこ

と。 

 ただし、その製品に該当しない項目

は、省略してもよい。 

2. 専門用語、あて字、略語等が使用されておら

ず、一般消費者が容易に理解できるものであ

ることを確認すること。 

 なお、取扱説明書の必読及び保管の旨は取

扱説明書の表題等の目につきやすい位置に枠

等を付して、容易に消費者の目に入るような

工夫がされていることを確認すること。 
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項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

 (1) 管理者を定め、設置・移動・使用・

点検等の際に注意・指導を行い、安

全に取り扱うこと。 

 

 (2) 取扱説明書は必ず読み、読んだあ

と保管すること。 

 

 (3) 種類  

 (4) 各部の名称  

 (5) バスケット台、重錘及びバックボ

ードの質量 

 

 (6) 組立・解体の方法及び手順 

（バックボードの取付方法及び部品

の一部が取外されている場合の組

立・解体方法を含む。） 

（6）組立式のバスケット台については、組立要

領説明と組立時チェックシートが取扱説明書ま

たは別紙にて記載されていること。必要に応じ

て、一般消費者が容易に理解できるよう図で明

示されているかを確認すること。 

なお、組立具合の確認方法も記載されている

こと。例えば、ゴールをゆり動かして異音等が

出ないか、ゆり動かした後に顕著な隙間や変形

等が発生しないかなどが記載されているか確認

すること。 

 (7) バスケット台の設置方法 

（打込みくい使用の場合は、打込位

置、角度、打込方法、抜き方法等を

含む） 

 

 (8) 使用上の注意  

 (a) 車輪移動形は、安定性を確保す

るため、ストッパ等による固定は

必ず行うこと。 

 

 (b) 使用時には、防護用マットが確

実に取り付けられていることを確

かめてから使用すること。 

 

 (c) 重錘が適正に装備されていない

と安定性を十分確保できないた

め、使用前に重錘の装備を確認す

ること。 

 

 (d) 屋外用は、雨水等による木材部

の腐食や、金属部のさびの発生が
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項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

あると、必要な基本強度に影響を

与えるおそれがあるため、使用前

には各部を点検すること。 

 (e) バスケット台に接触したり、シ

ュートの際に、バスケット台の各

部に著しいゆれが生じた場合はた

だちに使用をやめ、製造業者等に

連絡し、点検を受けること。 

 

 (f) 以下のような行為を行うとバス

ケット台と共に転倒するおそれが

あるため、禁止する旨。 

 

 ・よじ登ること。 

・ゴールリングやバックボード部

にぶら下がったり、遊具として

使用すること。 

 

 (9) 移動上の注意  

 (a) バスケット台の移動は、必ず管

理者の指導下で行うこと。 

（a）移動する際の必要人数を記載し、転倒しな

いように注意する旨が記載されてこと。 

 (b) 移動の方法 

 車輪なし手持ち移動形にあって

は、特に傾斜方法、必要人数、保

持位置等を詳細に明記すること。 

 

 (10) 保管上の注意。  

 (a) 保管時には、必ず所定の重錘を

載せて、移動防止機構等により移

動しないようにしておくこと。 

 

 (b) 他の器具等の移動時などにバッ

クボードやバスケット台基台部が

接触すると、転倒や破損の恐れが

あるため、保管場所に注意するこ

と。 

 

 

 

 

 

 (c) 屋外用は、強風等により転倒や

破損のおそれがあるため、注意予

報等により、建物に固定したり、

倒して枕木等に載せるなどの措置

を講ずること。 

 なお、夏休み等、長期にわたっ
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項   目 基 準 基 準 確 認 方 法  

て使用しない場合も同様の措置を

講ずること。 

 倒しておく場合はその方法及び

起こす方法。 

 (d) 安全点検は、表 2 に従って行う

こと。また、必要に応じて修理又

は部品の交換を行うこと。 

 

 (11) ＳＧマーク制度は、バスケット台

の欠陥に基づいて発生した人身事故

に対する賠償制度である旨。 

 

 (12) 製造業者、輸入業者、販売業者等

の名称、住所及び電話番号。 
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表 2 安全点検項目 

項  目 点検箇所 点 検 内 容 点検方法 

定期点検 

時期 

ゴールリング 折り曲げ部分  き裂、がたつき、破損、変形、さび等がな

いかを確認する。 

目視、触感、操

作 

6 か月ごと 

ネット掛け具  破損、変形、さび等がないかを確認する。 目視、触感 6 か月ごと 

バックボード リング取付部  割れ、がたつき等がないかを確認する。 目視、触感 3 か月ごと 

バックボード

の表面・端面 

 き裂、はがれ、ささくれ、割れ、変形等が

ないかを確認する。 

目視、触感 3 か月ごと 

基台 

フレーム 

支柱等 

各フレーム及

び支柱 

 破損、変形、さび等がないかを確認する。 目視、触感 6 か月ごと 

接合部  ボルト・ナットの破損、変形、ゆるみ等が

ないかを確認する。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

組立具合 ゴールをゆり動かして異音等が出ないか、

ゆり動かした後に顕著な隙間や変形等が発

生しないかを確認する。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

車輪部  摩耗、破損、変形、がたつき等がないかを

確認する。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

移動防止装置

（ストッパ等） 

 摩耗、がたつき、誤作動がないか及び固定

性に不具合がないかを確認する。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

打込みくい又

は重錘 

破損、変形、さび等がないかを確認する。 

指定された箇所に正常に設置されているか

を確認する。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

防護用マット 

 

 

 破れ、変形、へたり等がないかを確認する。 

※ＳＧ付の体育運動用緩衝パッドであれば、

その点検表もお使いください。 

目視、触感、操

作 

3 か月ごと 

表示 注意ラベル 注意事項として次の旨の表示がされている

か確認する。また、ラベルに破損、はがれが

ないか、文字の読取可能か等を確認する。 

・よじ登ったり、ゴールリング等にぶら下がったりしないこと。 

・移動は必ず管理者のもとで行うこと。 

・重錘を取り外すと転倒するためしやすくなるため、注意する

こと。 

・ 屋外用にあっては、強風等による転倒に注意すること。 

目視 3 か月ごと 

※定期点検は点検記録を残すこと。 

※上記の点検内容にもとづいて日常点検を行ってください。 

※異状が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造者や販売者等にすみやかに連絡をとり、修理または

交換等の適切な処置をしてください。 
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参考図 1 各部の名称等（車輪移動形バスケット台） 

 

 

 

 

 

参考図 2 各部の名称等（車輪なし手持ち移動形バスケット台） 
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バスケット台（移動式）の解説 

1 基準名称 

他の体育施設用器具の SG 品目とも表記方法等を合わせるため、名称を変更した。 

移動式バスケット装置→バスケット台（移動式） 

3 種類 

移動方法・使用環境・ゴールリングの高さにより種類分けした。 

4 安全性品質 

基準 4.1.(4) 屋外用の木製バックボードにあっては、各端面から雨水が侵入すると腐食

劣化してしまう可能性があるため、樹脂皮膜等の措置を講ずることとした。 

基準 4.1.(7) 打込みくいがあるものにあってはその仕様を明確にした。 

基準 4.1.(8) 支柱前面には、選手や審判等の衝突時の傷害を防ぐための防護用マットが

取り付けられていることとした。 

基準 4.1.(9) 重錘は、通常の使用時にバスケット台の転倒及び基台の浮き上がり等を防

止するためのものであり、確実に固定されるものとした。 

基準 4.2.(1)安定性及び耐荷重試験：通常の使用時にゴールリング前端に所定の力を加え

たとき、浮き上がりがなく、各部に破損、変形及び使用上支障のある異状が

ないことを確認することとした。(2)また、重錘等を取り外して、加える力を

変えて同様な試験を行い、浮き上がりがないか確認することとした。 

基準 4.3. 材料：用途に合わせて、金属部の防せい処理、木材部の耐候性について規定

した。 

 

5 表示及び取扱説明書 

基準 5.  表示・取扱説明書並びに点検表について、注意すべき項目を記載した。 

 

※参考値、参考図及び参考表の部品や寸法等は全て参考のものとする。 

以上 


